
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 
 

税務セミナー 

交流食事会 

会社名 
 

所在地 

------------------------------------------------------------- 

     

   申込人数  
＊両方とも人数を入れて下さい 
＊どちらか一方にのみ参加の場合は 

参加しない方に”０”と入れて下さい 

セミナー      名 
 

食 事 会      名 ＴＥＬ ＦＡＸ 

東地区から事業開催のご案内 

■開催日時／会場 

【第 1 部】税務セミナー 18:00～                   

会場案内図 

【企画担当】東地区 会⾧ 藤井信男 

【第２部】交流食事会 19:15～ ＊着座形式でおこないます (終了予定 21:00 頃)         
  地元の会員企業の皆さんとの情報交換などにご活用下さい＜飲み放題付＞ 

【お問合せ】(公社)八王子法人会事務局  
TEL042-625-4875 

          八王子法人会 ｢東地区企画事業(10/18)｣ 参加申込書 
（ＦＡＸでお申込の場合:下記にご記入のうえ､この用紙のまま切らずにお送りください）  FAX:050-3737-2192 

 

■電話(625-4875) や メール(hojinkai@hojinkai.or.jp )での申込も受けつけます｡必要事項をお知らせ下さい。 
■当会ウェブサイト https://www.hojinkai.or.jp/seminar-registration からもお申し可能です｡ パソコンからは左の URL をクリック 
■スマートフォンの場合、右側にあるＱＲコードからのお申込が便利です。  
※本申込書にご記入いただいた個人情報等につきましては､今回の事業開催に係わる申込者の確認･名簿の作成･運営に関する連絡及び報告､各種セミナー等 

開催連絡の目的にのみ使用いたします。 
 

八王子法人会東地区では皆様に様々な情報をお伝えする
ため定期的に研修を開催しています。今回は税務を取上
げたセミナーです。また、セミナー終了後には会員交流
の場も設けました。お気軽にご参加下さい｡ 
 

東京税理士会八王子支部所属 
税理士 

 

セミナー申込ＱＲｺｰﾄﾞ 

■定員 先着30名 ■参加費 第１部 無料  第２部 5,000円(1名につき) 
 

■申込締切日 １０月１０日  ＊但しこの日以前に定員に到達した場合はキャンセル待ち 

毎年行われている税制改正ですが､よほど大きな改正でない限り 
テレビなどでは取り上げられません｡そのため実は適用が受け 
られるのにその恩恵を受けていなかったり､逆にその特例は 
時限立法で受けられなくなっていたり､見渡すと損や間違え 
をしているケースもあるのでは? 
知らなかったで終わらせないよう 
会社の税理士さんに’お任せ’ では 
なく自分でも知識をつけましょう。     
 

相続税/贈与税/消費税インボイス制度/ 
税務調査での指摘事項 など 

2023 年１０月１８日（水） 18:00   EBISUYA 
八王子市三崎町5-14 TEL:649-7516 

｢八王子駅｣北口より徒歩約5分 
  

説明内容 講師 


